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の
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特
例
に
関
す
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を
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に
公
布
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る
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特
別
職
の
職
員
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
一
号
。
以
下

「
特
別
職
給
与
等
条
例
」
と
い
う
。）
第
二
条
の
知
事
等
の
給
料
の
月
額
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
係
る
も
の
に
限
り
、
特
別
職
給
与
等
条
例
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
に
対
応

す
る
特
別
職
給
与
等
条
例
別
表
第
一
の
給
与
額
欄
に
掲
げ
る
月
額
（
以
下
「
基
礎
額
」
と
い
う
。）
か
ら
、
知
事
に
あ
っ

て
は
基
礎
額
に
百
分
の
十
、
副
知
事
に
あ
っ
て
は
基
礎
額
に
百
分
の
七
、
教
育
長
及
び
公
営
企
業
管
理
者
に
あ
っ
て
は

基
礎
額
に
百
分
の
五
、
常
勤
の
監
査
委
員
に
あ
っ
て
は
基
礎
額
に
百
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
て
得
た
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
月
額
は
、
基
礎
額
と
す
る
。
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こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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